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１ 計画の前提条件 

（１）計画の位置づけ 

この計画は、神戸市地域防災計画「地震対策編」に基づく消防部の細部計画として、

警防規程第７０条に基づき、消防部が行う地震発生直後の初動対応要領について定め

るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の対象 

ア  災害想定 

阪神淡路大震災で得た貴重な活動経験を基に、最低警備力となる休日・夜間にお

いて、神戸市内で震度５弱以上の地震が発生、又は、兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警

報・注意報が発表された場合を前提に計画する。 

なお、具体的な消防対応策を講じる上で必要な定量的な被害予測は、最悪の事態

を想定し、出火件数を120件、又は、津波の高さをT.P.（東京湾平均海面）2.5ｍと

する。 

これは、出火件数については、神戸市全域で震度７の地震が発生した場合につい

て阪神淡路大震災での被害データの分析から推定できる必要不可欠の被害を簡易な

方法により推定（※１）したものであり、津波の高さについては、「兵庫県沿岸域に

おける津波被害想定調査（平成 12 年 3 月・兵庫県津波災害研究会）」の東南海・南

海地震の調査結果（※２）によるものである。 

※１ 阪神淡路大震災時の倒壊データによる被害予測について （資料１） 

※２ 兵庫県沿岸域における津波被害想定調査・抜粋     （資料２） 

災害対策基本法 消防法･組織法 

神戸市地域防災計画 
警防規程 

  地震対策編 

署震災初動対応マニュアル 

 震災消防計画 

震災消防計画の位置付け 

地震時 通常時 
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イ 対象期間 

計画の対象とする期間は、原則として地震の発生から事案の収束まで（事後処理

も含む）であるが、特に消防活動上重要となる地震発生後の 3 日間（72 時間）の活

動内容について、より具体的に定めた。 

 

２ 震災消防組織計画 

（１）地震災害における活動方針 

ア 火災対応優先の原則  

震災時においては、火災、救助、救急といった事案が同時に多発し、災害全般に

対し消防力が劣勢になることが懸念される。 

このような状況下で、人的･社会的被害を最小限に食い止めるために必要な消防の

任務は火災の早期発見と一挙鎮圧を最優先とし、初動時においては全組織力を挙げ

て消火活動に着手することを活動の方針とする。 

イ 消防団及び地域における自主防災力の活用 

震災への対応力の強化、特に初動における火災への対応力の強化を図るため、消

防団及び防災福祉コミュニティなどの地域における各種組織の自主防災力との連携、

役割分担を行い、活動効果を高める。 

 

（２）初動時の部隊運用 

ア 各署対応の原則 

地震により、神戸市内（*三田市及び三木市を含む。）で震度５弱以上を観測した

場合、又は、兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警報が発表された場合は、本部からの指示

があるまでは原則として、各消防署ごとによる無線運用、部隊運用を行う署震災初

動対応マニュアル(後述）による運用に切り替え、各署ごとで管内の災害等に対応す

る。 

なお、通常運用を開始する場合にあっては、本部から通知する。 

※各区のうち北区のみ地震計が設置されていないため、三田市又は三木市で震度

５弱以上あった場合、北区も震度５弱以上とみなす。 

イ  早期情報収集及び署所間での部隊シフト 

消防長は全市的な被害状況、各署での対応状況を早期に把握し、特定の署所の機

能が麻痺した場合や被害が市内の一部に偏るなどの状況が認められる場合は、署々

間での部隊のシフトを早期に実施し、活動効果を高める。 

具体的なシフト体制については、発災時の状況によるほか、「阪神淡路大震災時の

倒壊データによる被害予測について」（資料１）及び「兵庫県沿岸域における津波被

害想定調査・抜粋」（資料２）を参考に事前に計画しておく。 

ウ  早期応援要請 
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地震による被害が、市内の消防力で対処できない場合は、速やかに他都市消防応

援要請を実施する。 

① 県内応援 兵庫県広域消防相互応援協定 

② 全国応援 緊急消防援助隊 

 

（３）震災消防本部の設置 

ア 震災消防本部の設置基準 

消防長は、神戸市内で地震により災害が発生し、または地震により災害が発生す

る恐れがある場合及び地震又は兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警報の発表による防災指

令第3号が発令された場合、震災消防本部（以下「本部」という。）を設置する。 

イ  設置場所 

本部（指令班、航空班、特別消防班、指揮班特殊災害隊（以上後述）を除く。）の

設置場所は市役所 3 号館 2 階、消防局作戦室とする。なお、体制がとれるまでの間

は管制室で対応する。 

市役所 3 号館 2 階に重大な損傷が生じた場合は、中央消防署において本部業務及

び管制業務を行い、その旨を各消防署に通知する。 

また、1 号館 8 階に市災害対策本部（以下「市本部」という。）が設置されるまで

の間は当該本部が緊急的に市本部を兼ねる。 

＊ 市内で震度 5 弱以上の地震が発生したかどうかの判断については、フェニック

ス防災システムまたは、気象庁（又は大阪管区気象台）発表のテレビ、ラジオ

等の速報による。 

（神戸市内の震度計配置図 資料３） 

 

ウ  本部設置の通知 

司令課長または管制主幹は、上記の本部が設置された場合は、直ちにその旨を一

斉指令放送、無線通信等で関係機関及び各消防署に通知する。 

エ 本部の縮小、応援体制への切り替え 

消防長は、市内の災害対応に目処が立った場合、本部を縮小または廃止し、その

旨を通知する。 

この時、他都市において地震による被害が認められる場合は、兵庫県広域消防相

互応援協定、緊急消防援助隊等に基づき、速やかに他都市応援出動を実施する。 

 

（４）震災署本部の設置 

ア 震災署本部の設置基準 

消防署長は、本部が設置された旨の通知があった場合、または必要と認める場合

は震災署本部（以下「署本部」という。）を設置する。この場合、分署または所長が

配置されている出張所にあっては、方面本部を設置することができる。 
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閉鎖する場合も同様とする。 

イ 設置場所 

署本部の設置場所は、署状に応じ作戦室または署長室とする。 

 

（５）組織計画及び事務分掌 

ア  組織 

本部の長（以下「本部長」という。）は消防長とし、署本部の長（以下「署本部長」

という。）は署本部長とするほか、本部及び署本部の組織はそれぞれ別図１、別図２

のとおりとする。 

なお、組織が整うまでの間は、別図３のとおり司令課が指令班のほか指揮班、情

報班の任務を兼ね、参集状況により、状況報告を行い、事務を引き継ぐものとする。 

イ 事務分掌 

本部及び署本部の事務分掌はそれぞれ別表１、別表２のとおりとする。 

ウ  組織の調整 

（ア）班長会議 

本部長は、本部における意思決定補助機関として班長会議を設置する。 

班長会議は、本部長、副本部長、指揮班長及び他の関係班長で構成する。 

（イ）連絡調整会議 

本部長は必要に応じ、本部及び署本部との連絡調整を図るため、連絡調整会議

を設置するものとする。 

連絡調整会議は、班長会議のメンバーと関係署本部長で構成する。 

エ  職務・権限の代行 

（ア）消防長不在時は、警防部長が本部長を代行する。 

（イ）上記とも不在時の代行順位は次表のとおりとする。 

順位    職   名 

１ 総務部長 

２ 予防部長 

３ 警防課長 

４ 司令課長 

５ 救急救助課長 

６ 管制主幹 

（ウ）指揮班長不在時の代行順位は次表のとおりとする。 

順位    職   名 

１ 特災・監察主幹 

２ 消防団担当主幹 

３ 司令課長 

４ 救急救助課長 

５ 救助担当主幹 

（エ）指揮班長以外の班長の代行は、航空班にあっては副隊長、その他の所属にあっ
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ては当該班長が属する所属の庶務担当係長を第１位とし、以下職制順位による。 

ただし、情報班長の代行の第１位は査察課長（２位は建築危険物課長）とし、

広報・支援班長の代行は職員課長とする。 

（オ）消防署長不在時は、副署長が署本部長を代行する。 

上記とも不在時の代行順位は次表のとおりとする。 

順位   職   名 

１ 分署長 

２ 地域防災担当主幹 

３ 所長（司令長級以上） 

４ 予防査察担当主幹 

５ 消防係長 

６ 救急係長、消防主査 

７ その他司令級職員 

 

３ 震災動員計画 

（１）参集の原則 

ア 自発的参集 

消防職員（以下「職員」という。）は、勤務時間外に神戸市内（三田市及び三木市

を含む。）で震度 5 弱(吊り下げ物は激しく揺れ、棚にある食器類、書棚の本の多く

が落ちる。安全装置が作動し、ガスが遮断される。など)以上の地震が発生した場合、

又は、兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警報が発表されたときは、通常の連絡網によらず、

テレビやラジオ等で情報を確認の後、全市防災指令第3号が発令されたものとして、

あらかじめ指定された場所に速やかに参集しなければならない。 

この際、職場に登庁するかどうかの電話による問い合わせをしてはならない。 

イ 職員の心得 

職員は地震発生に備え、平素から様々な情報入手手段、通信連絡手段を確保して

おくほか、参集時に必要な携行品を備えておく。 

 

（２）参集要領 

ア 消防長 

消防長は、原則として居住地を管轄する直近署所に参集し、緊急車により消防局

に参集する。 

イ 職員 

原則として、自転車、自動二輪車（原付含む）または徒歩で参集する。 

参集に 4 時間以上を要する者にあっては、事前に可能な手段を確保しておくよう

努める。 

 

（３）参集区分 
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ア  所属動員 

職員は、自己の勤務する署所に参集することを原則とするが、署状に応じ、署震

災初動対応マニュアル（後述）の中で定める。 

イ  指定動員 

週休の司令課員は、予め指定された消防署所へ一時的に参集し、情報通信勤務を

補助するとともに、本部との連絡体制を確保する。 

中央消防署の消防職員待機宿舎入居職員は、一時的に本部に参集し、指揮班、情

報班の業務を行う。  

ウ  その他 

  出向中の職員は、出向先の所属長の指示に従う。 

 

（４） 参集除外者 

警防規程第 79 条の規定にかかわらず、同条第 4 号(市外出張)、及び第 5 号（旅行

届）に該当する職員にあっても情報を入手次第、参集する。 

 

（５）参集途上の留意事項 

    ア  服装及び携行品 

参集時の服装は、動きやすい服装（活動服等は除く。）とし、職員証、免許証、各

種資格証、着替え、飲料水、食料、ラジオ、携帯電話など、①身分を明らかにする

もの、②長期戦への備え、③情報入手・伝達手段などに留意した携行品を工夫し持

参する。 

    イ  参集途上の情報収集 

（ア）本部員 

参集途上に把握した情報は参集後、「情報通信票」（様式１）に記録し、情報班

へ伝達する。 

※ 収集すべき情報項目 

火災情報、二次災害情報、人的被害情報 

（イ）署本部員 

参集途上で把握した自己所属の被害情報は、参集後、情報・広報班へ伝達する。

自己所属以外の情報で緊急を要すると判断されるものは、「情報通信票」（様式１）

等により関係所属へ伝達する。 

※ 収集すべき情報項目    

火災情報、二次災害情報、人的被害情報、通行障害情報  

     ウ  火災等に遭遇した場合の措置 

         火災または救助事案に遭遇した時は、自己の行動で短時間に消火、救出等の処置

ができると判断される場合は努めて処置し、処置できない場合は、その情報を参集
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後、速やかに関係署本部に伝える。 

     また、付近住民等になすべき措置を簡潔に指示し、当該災害情報を関係署本部へ

伝える旨説示する。 

 

４ 震災消防部隊編成 

（１）編成基準 

神戸市内（三田市及び三木市を含む。）で震度5弱以上を観測した場合、署本部長は、

地震発生直後の同時多発火災に備え、消火隊の増強を優先に行い、職員の参集に応じ

その他の部隊を増強する（署震災初動対応マニュアルへの切り替え）。 

従って、初動時は原則として、特殊車隊、分署及び出張所の救急隊並びに本署第 2

救急隊は運用を休止し、非常用ポンプ車等で火災警備を行う。非常用ポンプ車が不足

する場合は、その他の車両に可搬式小型動力ポンプを積載するなど創意工夫する。 

なお、地震発生から30分間に市内で火災の発生が認められない場合で、本部からの

通知があった場合は特殊車隊、出張所等の救急隊の運用を再開する。 

 

（２）初動部隊編成要領 

署本部長は当務隊の編成及び参集者の編成を「部隊編成順位表」（別表３）に基づき

順次行う。なお、特別消防班、航空班については各班長が定める。 

 

（３）震災署本部大隊編成表の作成・報告 

消防署長は上記基準により、当務員及び非常参集者による部隊の編成順を定めると

ともに、高所見張、管内パトロール隊、情報通信勤務員、応急救護員、区災害対策本

部派遣員等の任務を事前指定し、「震災署本部大隊編成表」（様式７）を作成し、職員

に周知徹底するとともに、毎年４月に警防部長へ報告する。 

 

５ 震災情報 

神戸市内（三田市及び三木市を含む。）で震度5弱以上の地震を観測した場合または兵

庫県瀬戸内海沿岸に津波警報が発表された場合の情報の取扱いを次のとおりとする。 

（１）情報の種類 

ア 地震情報→市内の震度、震源地、地震の規模(Ｍ)、津波警報及び到達時刻・高さ 

イ 火災情報→火災の件数・種別、発生場所、規模、延焼方向、防御状況、延焼阻止

の可否、鎮圧、鎮火等 

ウ 二次災害情報→危険物、都市ガス等の漏洩、液状化、土砂災害、水害等 

エ 部隊情報→編成部隊数、増強部隊数、出動部隊数、過不足部隊数等 

オ 人的被害情報→要救助者数、発生場所、救出結果、搬送情報、病院情報等 

カ 水利、活動障害情報→消火栓の使用可否、中継体制、道路通行障害、庁舎倒壊等 
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キ 避難、警戒情報→警戒区域の設定及び避難状況等 

ク 県内被害→県内の被害概要（震度、被害の有無、応援の要否） 

 

（２）本部情報収集体制 

ア 本部体制が整うまで 

（ア）情報収集体制 

休日、夜間等で本部体制が整うまでの間は、管制主幹または相当職の者（以下

「管制主幹等」という。）を情報収集責任者とし、情報収集担当3名を指定し、情

報収集を実施する。 

（イ）初動時情報及び対応 

管制主幹等は地震発生と同時に、通信機器等の点検と並行して、市内の被害の

全体像及び消防部隊の対応状況を別表４に掲げる手段で速やかに把握し、「市内災

害即報一覧表」（様式３）に記録し、次の措置を講じる。 

① 市内で被害に偏りがある場合は署々間での部隊のシフトの実施 

② 市内の部隊で対応できない場合は他都市応援要請等を実施 

（ウ）報告及び引継ぎ 

管制主幹等は、非常参集した本部長等に、市内における被害の概要及び対応状

況を報告するほか、指揮班長及び情報班長に引き継ぐ。 

イ 本部体制完了後 

（ア）情報管理 

情報班長は各情報責任者から情報の収集を行うとともに、その整理、分析を行

い、指揮班長等へ報告する。    

（イ）体制 

情報収集体制は別図４のとおりとし、情報班の任務の分担につい ては予防課長

が別途作成する。また、緊急消防援助隊等を要請した場合には、環境局大会議室

(3号館2階)の利用について、環境局庶務課と協議する。 

なお、情報班長は円滑な情報収集体制が確保できないなどの場合は、必要に応

じ情報班員を各署本部へ派遣し、情報収集に当たる。 

（ウ）情報収集手段（括弧内は運用責任者を示す） 

情報収集の手段は時系列に従い次のとおりとする。 

 地震発生直後  

① １１９通報受信（指令班長） 

② 各署からの情報（情報班長） 

③ 監視カメラ（指令班長） 

④ 神戸海洋気象台情報（指令班長） 

⑤ 大阪ガス地震加速度情報（指令班長） 
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⑥ テレビ、ラジオ情報（各班共通） 

⑦ 県フェニックスシステム（指令班長） 

 地震発生１時間以内  

① ヘリコプターによる画像電送 （航空班長） 

② 高所見張員の派遣（情報班長） 

③ 無線通信の傍受（指令班長） 

④ 庁内電話等によるライフライン被害（情報班長） 

 地震発生４時間以内  

① 参集職員からの情報（情報班長） 

② 情報収集隊の巡回（情報班長） 

③ 神戸防災ネット（情報班長） 

④ インターネット情報（情報班長） 

⑤ その他タクシー無線情報（指令班長） 

⑥ 広域災害医療情報システム（救急班長） 

⑦ その他（各班共通） 

ウ 国、県等への報告 

国、県、市本部及び他の機関への報告については次により行う。 

（ア）市本部への報告 

市本部へは、初動時は消防部により入手、整理した情報をそのままＦＡＸ、伝

令等により報告する。火災等がない場合または火災事案の終息により情報が整理

できた段階では、神戸防災ネットを活用し報告する。 

また、指揮班から市本部へ職員を派遣し、連絡調整を図り、相互の情報交換を

密にする。 

（イ）国、県への報告 

初期情報は時期を失することのないよう電話等により災害概要を口頭で報告す

る。 

また、国への報告は原則として、県を経由して行う。ただし、緊急を要する情

報については、同時発信する。  

また、必要に応じて、情報班から県災害対策本部へ職員を派遣し、連絡調整を

図り、相互の情報交換を密にする。 

なお、続報については火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日消防災第267

号）により行う。 

（ウ）衛星を使った画像伝送システムの運用 

地震発生初期には監視カメラ映像、ヘリコプター運用後はへリからの空撮画像

を衛星回線により、県へホットライン回線で送信する。なお、国へは県から発信

する。 
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（３）署本部情報収集体制 

    ア  情報収集体制 

地震発生直後は情報収集のため、各署本部は、指揮隊長（北・西のみ）中隊長、2

名の情報通信勤務員、管内パトロール員、応急救護員で 5 名以上を確保し、署本部

の部隊運用、火災情報を主とした情報収集、119通報の各署対応等を行う。 

なお、本部が、地震発生から出来る限り早期に市内の被害を把握し、市内の部隊

のシフト、他都市応援要請の要否を判断するため、署本部からの本部への第一報に

ついては拙速をもって了とする。（遅くとも 15 分以内、被害がない場合もその旨を

報告する） 

          

     

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

参集者の駆け付けに伴い、情報･広報班長へ事務を引き継ぎ、署本部体制完了後は

情報･広報班長が情報の収集、整理、分析、報告を行う。 

イ  情報収集要領 

（ア）管内パトロール隊の編成 

地震発生初動時は、当務員のうち 1 名を情報収集用ミニバイク等による管内パ

トロール員に指名し、管内の火災の発見、建物倒壊の状況などを調査し、無線等

で署本部へ伝達させる。 

また、署本部情報・広報班長は職員の参集状況により、管内パトロール隊を編

成し、管内の被害概要の早期把握に努める。 

（イ）高所見張員の配置 

管内が見通せる有効な場所がある場合は、(ｱ)の管内パトロール員を初動時は高

所見張員に変え、管内状況を署本部へ報告させる。 

（ウ）駆込み通報等の受理 

駆込み通報の内容及び電話等による通報は全て「情報通信票」（様式１）に記載

指揮隊長(北･西のみ) 

中隊長 
情報通信勤務者 本署救急隊 

指揮・活動班長 情報通信勤務２名 応急救護員 管内パトロール員 

１５分以内に主

要情報を簡潔に

報告、初動部隊

の運用 

管内の火災の発見、

指揮班長への報告 

駆込通報、管制室

との連絡、１１９

通報の署対応など

災害情報を掌握す

る。 

仮救護所の

設置、負傷

者の救護 
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し、緊急度あるいは災害種別ごとに整理し、指揮・活動班へ報告する。 

なお、駆込み通報が殺到するような場合については、通報者側で情報通信票を

記載するよう依頼する。 

（エ）消防団、防災福祉コミュニティの活用 

消防団、防災福祉コミュニティによる管轄区域内の被災状況を活用する。 

（オ）参集者の情報 

上記初期情報に加え、参集者からの管内情報により情報の空白地域が生じない

ように努める。 

（カ）他署管内情報の扱い 

119通報の各署対応や駆け込み通報等により、他署管内の災害情報を入手した場

合は、無線、有線等の可能な手段で関係署本部へ必ず伝達する。  

なお、119通報の各署対応の詳細については「119番各消防署受信マニュアル」

(司令課)による。 

ウ  情報収集項目及び報告時期 

署本部における情報収集項目及び報告時期、手段等については「情報伝達基準表」

（別表５）のとおりとする。 

 

（４）情報の整理、分析、評価、指令 

署本部情報･広報班長は全ての災害通報を「情報通信票」（様式１）に記入し、重複

情報がないか整理、分析を行い、「出動指令書兼活動復命書」（様式２）に転記した上

で、署本部指揮・活動班長へ報告する。なお、署本部指揮・活動班長は入手した情報

をもとに「出動指令書兼活動復命書」により、出動を指令するとともに、現場との無

線交信により災害対応状況、消火の見通し、延焼危険性、必要増強部隊数などの評価

を行い「署震災消防要図」に記載する。 

本部情報班長は署本部からの情報をもとに、重複情報がないか整理、分析を行い、

各様式に記載した上で、本部指揮班長へ報告する。（別図５）  

なお、本部指揮班長は指揮支援情報として、上記同様の評価を行い、「神戸市震災消

防要図」に記載する。  

 

（５）広報 

広報・支援班長は情報班長からの情報を基に、必要なものについては関係防災機関

へ伝達するほか、市民参画推進部と調整のうえ、市民及びマスコミに積極的に広報す

る。 

特に、広域避難に関する情報についてはマスコミに連絡し、広報を依頼する。なお、

マスコミ発表は本部が統括するものとし、各署本部は本部との調整をし、マスコミ広

報する。広報要領の細部計画は、庶務課長が別途定める。 

107

907467
長方形



 

 12 

＊ 広報内容 

 ① 市民に対する出火防止、初期消火の指導、呼びかけ 

 ② 危険物施設等の監視警戒、応急措置の実施 

 ③ 被害地域、火災発生状況、消防部隊の活動状況、延焼予測等と合わせて、避

難勧告等の伝達、誘導等 

 ④ 避難路と避難状況、避難上の注意事項等 

 

（６）記録 

各種情報収集にあたっては、カメラ、ビデオ等、目的に応じた効果的な手段を用い

るとともに、できる限り多くの記録を収集するよう努める。 

各情報の記録に当たっては、情報の追跡が可能なように、必ず日時、記録責任者を

明記する。 

なお、本部長及び署本部長は震災消防活動終了後、速やかに活動記録をまとめる。

作成要領等については阪神淡路大震災の活動記録等を参考とする。 

 

６ 消防受援計画 

本部長は、地震による被害が甚大で神戸市の消防力では対応できないと判断した場合、

必要な応援部隊数を算定し、神戸市消防受援計画に基づき、他都市消防応援要請を実施

する。 

 

（１）応援要請の判断基準 

ア 市街地で延焼火災が15件以上発生した場合 

イ 市街地で震度７の揺れが観測され、多数の家屋倒壊が発生した場合 

ウ その他市内の部隊で対応できない不測の事態が発生したと認める場合 

 

（２）必要部隊数の算定 

ア 消火部隊 

延焼火災１件(10,000㎡を想定)につき、消火部隊10隊(20口)、中継部隊20隊の

計 30 隊と考える。ただし、市街地火災は時間経過とともに拡大することを念頭に、

数時間先の延焼状況を推測し、多目の算定を行い要請すること。 
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イ 救助部隊 

震度７の地域の人口の0.5％が要救助者であると推測し、1救助部隊が3日間で救

出完了できる人員を72時間÷1.5時間／人＝約50人とみなし、算定する。 

（例）市街地の７区(100万人)で震度７の地震があった場合 

       1,000,000人×0.5／100÷50＝100隊 

 

 

 

ウ 救急部隊 

震度７の地域の消防署の救急隊１隊につき10隊の応援を目安とする。 

 

（３）応援隊の要請・受入・指揮体制・活動体制等 

神戸市消防受援計画に基づき実施する。 

 

７ 無線通信 

（１）無線通信系の指定 

市内（三田市及び三木市を含む。）で震度５弱以上の地震が発生した場合、又は兵庫

県瀬戸内海沿岸に津波警報が発表された場合は、署震災初動対応マニュアルに切りか

えるため、署情報通信勤務者は署固定局を署指定波に切りかえるとともに、電話遮断

等に備え、携帯無線等の第１消防波を開局し、本部との連絡体制を確保する。 

その他、署震災初動対応マニュアル運用時における無線通信経路を別表６とおり指

定する。 

なお、無線の統制上必要がある場合については、管制室から第１消防波にて指示を

延焼街区 

延焼方向 

消火部隊 
中継部隊 
水源 

幹線道路 

阪神淡路大震災時のＲＣ造の平均救出時間一人あたり 188人･分(4人編成では
47分）の倍の 1.5時間を１人あたりの救出時間とした。 
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行う。 

 

（２）署波の指定 

       署本部と出動隊等が無線交信を行う場合の無線波を別表７および別表８のとおり

指定する。 

 

（３）全国共通波 

全国共通波については、無線の輻輳状況に応じ、全国共通波 2 または 3 を個別に指

定する。 

なお、被害が局地的な場合など状況によっては本部で波を指定し、連絡する。 

       

   参考  全国共通波の基地局について 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 震災消防活動 

（１）活動方針 

震災時の消防活動においては、各災害現場は通常実施している中隊指揮から、小隊

指揮への単体活動にならざるを得ず、出動隊は自己隊の責任で対処する決意を持って、

災害活動を実施することとする。 

従って、各職員が災害対応について共通の認識を持つことがまず基本であり、この

意味において以下の活動原則、方針、要領を周知徹底することが肝要である。 

 

（２）火災 

ア 活動の原則 

（ア）消火活動優先の原則 

震災時においては、火災、救助、救急といった事案が同時に多発し、災害全般

に対し消防力が劣勢になる。 

このような状況下で、人的・社会的被害を最小限に食い止めるために必要な消

１ 鉢伏中継所エリア（垂水～東灘）の基地局 

①全国共通波１が運用可能 
②全国共通波２または３が運用可能（同時運用不可） 

 （①と②は同時運用可能）   
２ 畑山中継所エリア（北区東部）の基地局 
  全国共通波１または２が運用可能（同時運用不可） 
３ 雌岡中継所エリア（西）の基地局 
  全国共通波１または３が運用可能（同時運用不可） 
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防の任務は、火災の早期発見と一挙鎮圧が最優先であるため、全組織力を挙げて

消火活動に着手する。 

（イ）避難誘導優先の原則 

火災が消防力を超え延焼拡大し、または強風等により火災の制圧ができない場

合は、人命の安全を最優先に、住民の避難誘導を優先するとともに避難場所、避

難路の確保のための活動を優先に行う。 

（ウ）重点防御地域優先の原則 

同時に複数の火災を覚知した場合は、風向、街区の延焼危険性、水利情勢、重

要施設の立地、危険物施設の立地などの各種要因を総合的に判断し、重点的に防

御すべき地域へ優先的に部隊投入する。また、その他の地域については、消防団

及び防災福祉コミュニティ等地域の防災力に委ねる。 

なお、当該地域は事前に「署震災消防要図」（後述）で定めておく。 

（エ）火災出動の原則 

地震直後の火災出動は、１火災２隊の出動体制を原則とするが、同時多発火災

発生時には１火災１隊とし、出来る限り未着手の現場がないよう分散出動させる。

ただし、延焼危険の高い地域、あるいは水利の遠隔な地域で、１隊では消火効果

が期待できないと判断される火災現場については署本部長の判断による。 

また、人命危険がなく、かつ延焼拡大危険が少ないと認められる火災現場につ

いては現場指揮者の状況判断で自然鎮火に委ね、速やかに他の現場に転戦する。 

（オ）水利部署の原則 

消火栓断水に備え、出動時には消火栓以外の有効な水利を「署震災消防要図」

等で確認してから出動するものとする。 

なお、防火水槽への水利部署にあたっては、40ｔ級は1隊、100ｔ級は2隊まで

を原則とするほか、自然水利等については部署可能数を事前に調査し、「署震災消

防要図」に記載し活用する。 

（カ）多口放水の原則 

消火隊（Ｂ２級以上のポンプの場合）の放水口数は、1隊2口以上を確保する。 

人員不足の場合は、消防団員、付近住民等の協力を求め、できる限り多口放水

に努め、火勢を一気に制圧する。 

なお、Ｂ3級以下のポンプについては、複数をセットで活用し、同等の効果が得

られるようにするなど各署本部で臨機応変に対応する。 

（キ）目的現場優先の原則 

目的の火災現場への出動途上に、未把握の火災や救助現場を発見した場合は、

必ずその情報を署本部へ連絡し、原則として命令を受けた現場を目指す。 

なお、発見した災害現場に緊迫する人命危険が存在するときはこの限りではな

い。 
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（ク）出動経路の選定原則 

出動経路は、原則８ｍ以上の幅員を有する道路等で、かつ家屋や電柱の倒壊に

よる通行障害の少ない経路を選定し出動する。 

なお、震災時通行可能な幅員の道路については、署で事前に研究し計画してお

く。 

（ケ）積極的現場広報の実施 

出動途上あるいは現場活動中についても、出火防止、初期消火、火気使用の禁

止、消火協力の依頼など状況に応じた広報を積極的に実施し、活動効果の向上を

図る。 

 

イ  消火活動要領 

（ア）防御担当面 

消火活動は延焼阻止に主眼を置き、筒先1口の防御担当面は、概ね10ｍとする。 

（イ）必要水量の目安 

筒先1口(火面長10ｍ)につき、0.5㎥／min×20min＝10㎥と考える。 

消火部隊が10隊の場合、20口であるから200㎥の水源を確保する必要がある。 

（ウ）火災規模・経過別消火要領 

各級指揮者は、火災現場の状況を的確かつ速やかに掌握し、次の①～⑤のどの

活動段階であるかを判断し、消火の方針を決定するものとする。 

① 積極的消火活動 

火災の覚知が早期で、火災初期の現場については、屋内進入するなど積極的

な放水を行い、火災の一挙鎮圧を目指す。 

② 効果的活動 

火災が一つの建物から隣接建物へ延焼した現場については、延焼方向、隣接

する建物の構造や開口部の状況、街区内道路や空地の配置状況等を考慮し、街

区火災で止めるよう効果的な筒先配備を行う。 

③ 集中的消火活動 

火災が街区火災から市街地火災に拡大し、消防力が劣勢になった場合は、住

民の避難を徹底するとともに、風向、延焼加速媒体（木造密集、危険物施設、

ガスの漏洩など）などの状況判断を的確に行い、広幅員道路（15ｍ以上）、河川、

鉄道敷・高架、公園、空地等の不燃空間を活用して延焼阻止線を設定し、当該

場所に消防力を集中させ、延焼を阻止する。 

④ なお、筒先の配備は、風下、風横の順とし、次の点に留意する。 

● 風下での活動 

風下での延焼阻止線の活動は、部分破壊を併用しながら前面街区に十分な

予備注水を行い、ここで火災を一旦弱め、最終的に道路等の延焼阻止線で阻
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止する。 

● 風横での活動 

火勢がし烈な場合は、火流の風下よりの側面に部署し、両側から火流を挟

撃して逐次火流の幅を狭めながら、最終的に道路等の延焼阻止線で阻止する。 

なお、延焼阻止線については署ごとに「署震災消防要図」で事前に計画す

る。 

⑤ 破壊消防 

人命危険の皆無が確認できる場合、現場最高指揮者の判断で、延焼阻止のた

めの破壊消防を実施する。 

⑥ 転戦の時期 

転戦は他への延焼危険がなくなった鎮圧の時期とし、部分的な燃焼及び残火

整理は消防団、付近住民等に委ねる。 

ウ  現場中隊長の派遣 

署本部長は延焼火災が隣接区に及ぶなど大規模化した場合は、当該現場へ指揮隊

長又は中隊長(消防司令級以上の職員）を現場派遣するよう努め、現場指揮体制を強

化する。 

なお、中隊長が不足する場合は、本部長に他署の中隊長を派遣するよう要請する。 

エ  消防団、防災福祉コミュニティ等への協力要請 

初期消火はもとより、現場での活動支援、飛火警戒、残火処理等について、消防

団、防災福祉コミュニティ、市民消火隊等への協力要請を求め、消防力を効果的か

つ最大限に発揮できるようにする。（消防法第29条第5項、災対法第65条など） 

オ  水源の確保 

（ア）大型水槽車の活用 

消火栓以外の有効な水利が不足している地域で火災が発生した場合、大型水槽

車を活用し、水源を確保する。 

また、本部長は特別消防班による部隊を必要署本部へ出動させる。 

（イ）大容量送水システムの活用 

市街地の消防署にあっては、延焼火災による水源不足が懸念される場合、早期

に大容量送水システムによる海水等の中継送水体系を確立し、水源を確保する。 

なお、当該システムの運用計画は、署ごとに大容量ポンプ車の部署位置、ホー

ス延長経路、送水圧力の設定等を定め「署震災初動対応マニュアル」に記載して

おく。 

また、本部長は特別消防班による部隊を必要署本部へ出動させる。 

（ウ）消防艇による海水中継送水 

消防艇による海水中継送水については、全市的な状況判断のもと、本部長が決

定する。 
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（エ）水道管理者への増水手配 

消火栓断水時においては、本部長は市本部(水道部)に対し、火災区域への通水

策を可能な限り講じるよう要請し、その情報を署本部へ連絡する。 

なお、取水可能な水管経路については、水道管理者と共同で事前に研究してお

く。 

カ 活動報告 

出動命令は初動時を除き、原則として「出動指令書兼活動復命書」（様式２）によ

り行い、活動部隊の責任者は帰署後、当該様式で復命する。 

なお、活動途中の現場情報については署本部と無線交信により実施し、署本部は

「災害経過記録表」（様式４）に書き留める。 

 

（３）救助 

ア 活動の原則 

（ア）救命活動の優先 

救助活動は、人命救助を最優先に、救命処置を要する重症者を優先する。 

（イ）火災現場付近優先の原則 

規模が同じ程度の救助事案が、火災現場付近とその他の場所に同時に発生した

場合は、火災現場付近を優先する。 

（ウ）多数人命危険対象物優先の原則 

病院や社会福祉施設などの自力避難の困難な者の在する施設を優先する。なお、

地震の発生時刻によっては、高層ビル、地下街などで不特定多数の者を収容して

いる対象物の救助事案にも留意する。 

（エ）救助効率優先の原則 

同時に複数の救助事案が発生した場合は、原則として、少数の隊員で多数の人

命を救助できる事案を優先する。 

なお、活動人員に比べて多数の要救助者がある場合は、容易に救出できるもの

を優先し、短時間に１人でも多く救出する。 

（オ）住民等への協力要請 

救出作業については消防団員、防災福祉コミュニティ、付近住民等で救出可能

な事案については出来る限り協力要請し、救出に技術を要する事案について救助

隊が行うといった役割分担を積極的に行い、活動効果を上げる。 

イ  救助活動体制 

        火災の発生状況との関係から、救助活動を次のとおり分類する。 

（ア）火災に対し消防力劣勢時 

延焼火災が多発し、全力を挙げて消火活動を行う必要がある場合は、特別高度

救助隊及び専任救助隊は火災現場及びその周辺で救助活動を行うほか、現場最高
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指揮者からの命令があれば消火活動を行う。なお、この場合、署救助隊は消火部

隊として活動する。 

（イ）火災に対し消防力優勢時 

延焼火災は発生しているが、現有消防力で対応できる見通しがあり、消火隊等

による救助活動が可能な場合は、消火活動と並行して、救助活動を実施する。 

（ウ）火災終息時 

火災は発生しているが延焼火災はなく、または市内の火災が終息し、消防力の

大部分を救助活動に投入できる場合は本署に消火隊１隊を残し、他の部隊は救助

活動に当たる。 

ウ 救助活動要領 

（ア）臨時救助隊の編成  

救助隊以外の部隊が救助活動を行う場合の体制について、出動車両、積載資機

材乗組人員等を事前に署ごとに計画し、「署震災初動対応マニュアル」に記載して

おく。 

（イ）重機・資機材の要請 

重機の調達については、署本部支援班長から本部工務班長へ要請する。 

（ウ）関係機関との連携  

救助活動に関しては、区本部、自衛隊、警察等の関係機関と救出エリアの分担、

要救助者の情報の交換等、情報の共有化を図り効果的な活動を行う。 

（エ）救助活動の目安 

救助活動は原則として、3 日間（72 時間）で各管内を網羅できるよう計画し、

この間については24時間体制での活動を確保する。 

なお、救助活動は原則として7日間とする。 

エ 情報収集・活動記録 

（ア）要救助者の情報収集･整理 

要救助者の情報については、署本部での電話通報、駆け込みなどのほか、管内

パトロール隊、消防団、防災福祉コミュニティ等により管内全域の情報の早期把

握に努めるとともに、区本部等との情報の共有化を図り、すべての情報を住宅地

図等に記載し、計画的かつ管内を網羅できる救助計画をつくる。 

（イ）活動記録   

活動隊は、「出動指令書兼活動復命書」（様式２）により、活動結果を署本部へ

報告するほか、緊急を要する情報については、無線等で連絡する。 

なお、重複作業を避けるため、救助活動を行った場所、検索結果等については

上記住宅地図に確実に記録し、また、現場においても目立つ場所に「救助済票」（様

式１４）を掲げる。 
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（４）救急 

ア  活動の原則    

（ア）救命活動の優先 

震災時の活動にあたっては、人命の救護を最優先とする。 

（イ）トリアージ 

救護にあたっては、トリアージを行い、重症者を優先に処置･搬送し、その他の

者は出来る限り自主的な処置、自主的な搬送手段に委ね、救命率の向上を目指す。 

（ウ）特定行為 

救急救命士は、特定行為のため医師の指示が必要な場合、救急無線もしくは電

話で管制室の災害時指導医師に指示を受けるほか、現場周辺の医師に指示を依頼

するなど、可能な手段で特定行為を実施し、傷病者の救命に全力を注ぐ。 

イ 活動体制 

（ア）出動 

地震発生直後は、本署救急隊(第 2 救急隊を除く。以下同じ)を除いて予備ポン

プ車に乗り換え、同時多発火災に備える。本署救急隊は、発災直後は原則として

出動せず、仮救護所の設営準備、署本部指揮・活動班の支援を行う。  

なお、署本部長は職員の参集状況、管内の火災状況から判断し、救急隊として

稼動させる時期を決定する。 

（イ）仮救護所の設置 

本署救急隊は区内の応急救護所が設置されるまでの間、一時的に消防署近辺で

効率を考えた場所に仮救護所を設置する。 

なお、保健福祉部の救護班が救護所を設置した時点で、円滑に救護業務を引き

継げるよう、仮救護所の設置にあたっては、消防車両の出動及び部隊の指揮・運

用に支障がないよう十分に配慮すること。   

（ウ）救護班等との連携 

災害現場においては、救護班と密接な連係を図るとともに、仮救護所への救護

班の派遣要請、救急車への医師同乗、神戸市民救急ボランティアの活用方法など

効果的な活動について検討し、「署震災初動対応マニュアル」で事前に計画する。 

ウ  医療機関の情報収集 

医療機関の情報収集は広域災害医療情報システムで行うほか、当該システムの使

用不能時を想定し、次による情報収集を行う。 

（ア）管内病院の調査 

地震発生により、病院に相当の被害が予想される場合、署本部は電話又はパト

ロールにより、処置可能な傷病程度、人員等を調査し、本部へ報告する。  

（イ）受入可能病院の調査 

本部救急班長は医療情報システム及び前記調査結果を踏まえ市内及び市外の受
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入れ可能病院を調査し、署本部へ情報提供する。 

 

（５）津波対策 

「兵庫県瀬戸内海沿岸」に対して、※津波警報・注意報が発表された場合、指令班

長は神戸市同報系無線でその旨を広報し、次の必要措置を講じる。また、「兵庫県石油

コンビナート等防災計画」に基づき、石油コンビナート等特定事業所（東部・西部代

表事業所）へ連絡する。 

※ 津波警報・注意報の種類 （資料４） 

  津波予報区分      （資料５） 

ア 原則 

強い地震(震度 4 程度以上)を感じたとき、又は、弱い地震であっても長い時間ゆ

っくりとした揺れを感じたときには、各署本部長は、必要に応じて、海浜にある者、

海岸付近の市民等に直ちに海浜から退避し、急いで安全な場所に避難するように呼

びかける。 

この場合、避難先は、津波警戒地域(地震で防災扉、防潮堤等が全てこわれるとし

た場合、津波による被害のおそれのある地域をいう。なお、東南海・南海地震によ

る津波発生時の津波警戒地域を別表９に示す。)外の公園、広場、グランド、道路等

の屋外空間を目指すことを基本とするが、要援護者及び津波到達予想時間までに津

波避難地への移動ができないなどの緊急時には、近隣の堅牢な施設の 2 階以上に避

難させることとする。 

イ 本部の対応 

津波警報等が発表された場合は、神戸海岸部への来襲時刻、来襲時の潮位から判

断される予想浸水区域などを関係機関から情報収集し、署本部へ伝達するとともに、

監視カメラ、ヘリコプターによる監視を実施する。 

ウ 署本部の対応 

消防団等の関係機関に連絡するとともに、海岸部及び津波避難対象地区(津波によ

り被害が発生する可能性が高い地区を言う。なお、東南海・南海地震による津波発

生時の津波避難対象地区を別表１０に示す。)をパトロールし、避難を広報するとと

もに、高所（予め定めておく。）において津波来襲を監視する隊(職員)を配置し、津

波を目視できた場合は、本部・情報班へ高さ等を連絡する。なお、連絡行う機関等

は、署震災初動対応マニュアルに定めておく。 

また、消防署所が津波警戒地域内に所在する場合は、職員全員により、配置車両

をすべて運用し、これらのパトロールを実施する。 

特に、「津波警報・大津波(高いところで 3ｍ程度以上)」が発表される場合など、

津波による相当の被害が予想される場合は、沿岸部の住民を津波警戒地域外又は堅

牢な施設の2階以上へ避難させることを最優先に実施する。 
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エ 津波警報発表時の対応 

地震発生後、気象庁（又は大阪管区気象台）より、兵庫県瀬戸内海沿岸への津波

警報(高いところで２ｍ程度)の発表があったときは、速やかに津波避難対象地区に

対して避難勧告を発令する。 

あわせて、津波警戒地域の居住者に対して、津波への注意を呼びかける。 

なお、各種の情報収集伝達ルートを通じて津波警報が伝達された場合にも同様の

措置をとる。 

なお、この場合、津波襲来予想時刻の10分前には、浸水予想区域内から全ての活

動部隊を撤退させる。 

オ 地震・津波情報、被害情報入手後の対応 

地震発生後、地震、津波情報や津波からの防護のための施設等の被害情報から、

浸水被害の拡大あるいは縮小の可能性が判明したときは、必要に応じて、避難勧告

を変更する。 

カ 津波注意報発表時の対応 

地震発生後、兵庫県瀬戸内海沿岸への津波注意報(高いところで0.5ｍ程度)の発表

があったときには、海浜にある者、海岸付近の市民等に直ちに海浜から退避し、急

いで安全な場所に避難するように呼びかける。 

また、震度4以下で防災指令が発令されていない場合、本部長は警防規程第71条

に基づく非常招集を検討する。 

 

（６）特殊災害対策 

ア 活動の原則 

危険物、高圧ガス、毒劇物、ＲＩ（以下「危険物等」という。）が漏洩した場合は、

警戒区域を設定し、住民の避難を優先するほか、応急措置及び二次災害防止のため

の処置を緊急に講じる。 

イ 出動要領 

出動に際しては、危険物等の特性に応じた資機材を調達し積載するほか、風向風

速、地形等を考慮した出動経路を選定する。 

ウ 活動要領 

「特殊化学災害活動要領」による。 

 

（７）土砂災害、水害対策 

原則として、水防計画書に準じて活動する。 

特に震災後に大雨に関する気象警報が発表された場合は、崖崩れ等の土砂災害に注

意を払い、山麓地区等の危険区域内のパトロールを行い、避難勧告等を的確に実施す

る。 
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（８）ヘリコプターの活動 

航空機動隊の活動は次のとおりとするほか、詳細は航空班長が別途計画する。 

ア 機動隊の活動順位 

① 津波の監視、広報（津波警報発表時に限る） 

② 上空からの災害情報の収集・記録及び映像伝送等による本部への報告 

③ 市本部長等の緊急搬送 

④ 空中消火による山麓地域及び林野火災への延焼阻止 

⑤ ヘリコプターによる救急搬送 

⑥ 特定の地域に対し有効と判断される場合、上空からのマイクによる避難誘導 

※補助的な業務 

・上空からの地上部隊の誘導、無線中継 

・人員、資機材の搬送等 

・他都市及び自衛隊等のヘリの運用に関する調整 

・その他本部長からの特命事項 

イ 着陸可能場所の把握  

航空機動隊長は、ヘリポート、飛行場外離着陸場のほか、緊急時に利用できる場

所について事前に管轄消防署長と調整するとともに、消防署長は「署震災消防要図」

に記載する。 

 

（９）消防団の活動 

消防団の機能及び総合力を効果的に発揮させるため、署本部のもとに団震災消防本

部（以下「団本部」という。）及び区役所連絡所等に支団震災消防本部（以下「支団本

部」という。）を設置し、指揮系統の一元化と活動体制の早期確立を図る。 

また、活動に当たっては分団単位に活動することを原則とし、区域外における活動

は、署本部長の命令に基づき団長が命ずるものとするほか、次の事項を基本として活

動する。 

ア  消防団員の初動時の活動及び参集 

消防団員は、自宅周辺で火災や救助事案が発生した場合は、地域の防災リーダー

として防災福祉コミュニティと連携して初期消火、延焼阻止、若しくは救出活動を

行った後に予め定められた分団詰所等に参集するものとする。 

なお、消防団本部役員は団本部へ、消防団支団本部役員は支団本部へ参集するも

のとする。 

イ  消防団による情報収集 

分団長は次の情報を収集し、逐次報告するものとする。  

なお、報告方法ついて、市街地の分団長は団本部へ、北及び西の分団長は支団本

119

907467
長方形



 

 24 

部へ報告し、支団本部が情報を取りまとめた上で消防団本部へ報告する。 

（ア）団員の参集状況 

（イ）団等の管轄内の災害発生状況 

（ウ）分団詰所、器具庫等の被害状況 

（エ）災害への対応状況 

（カ）消防団員の負傷、その他重大な事故等 

ウ  北･西消防団による市街地応援 

地震による被害に関し、北区及び西区での被害が比較的軽微で、市街地における

火災、救助事案等の被害が甚大であると認められるとき、本部長は北及び西の署本

部長に対し、北及び西消防団員の市街地への応援出動を要請する。 

本部長からの応援要請があった場合、北及び西の署本部長は、北及び西消防団長

に応援出動が可能であるか確認し、可能な場合は応援出動を命令する。この場合、

職員を指揮者として同乗させる。 

なお、市街地全域に被害が認められる場合、原則として北消防団は中央区以東、

西消防団は兵庫区以西を担当する。 

 

（10）防災福祉コミュニティとの連携 

発災直後の被災情報について、防災福祉コミュニティからの情報入手をはじめ、消

火、救助、負傷者への応急手当や被災住民の救援活動について、地域ぐるみでの活動

が不可欠であるため、署本部は、管内の防災福祉コミュニティと密接に連絡を取り合

い活動する。 

また、1防災福祉コミュニティのみでは十分な活動が期待できないと判断される場合

は、他の防災福祉コミュニティに対し応援を求める。 

なお、防災福祉コミュニティとの連携要領については、日常から地域とのコミュニ

ケーションを図り、次の事項に着目し、署ごとに「署震災初動対応マニュアル」で 定

めるものとする。 

ア 防災福祉コミュニティの活動拠点に関すること 

イ 防災福祉コミュニティからの情報の入手方法について 

ウ 防災福祉コミュニティとの現場連携要領について 

 

（11）安全管理 

震災時においては、災害規模が消防力を上回り、通常のような安全管理体制が望め

なくなることが考えられるため、指揮者は以下の事項に留意するものとする。 

ア  活動時の安全管理  

（ア）的確な報告 

安全管理上、緊急を要する情報については、時機を失することなく上級指揮者
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に報告し、指示を受ける。  

（イ）単独行動の禁止 

     災害による危険が伴う激震地における各種活動（情報収集のためのパトロール

を除く）においては、必ず２名以上での活動を原則とする。 

（ウ）交通事故防止 

道路陥没、工作物の倒壊等による走行障害が予想される場所では、徐行運転の 

実施、誘導員の配置など状況に応じた事故防止策に努める。 

（エ）余震の考慮 

本震による被害が最も甚大と考えられるが、本震により痛んだ建物や工作物な

どは余震により倒壊あるいはガラスや壁等の落下などが予想されるため、十分に

注意する必要がある。 特に、倒壊建物内への進入時、高所での作業時には余震を

念頭に置き、十分な安全策を講じ、危険が伴うと判断される現場活動は安全が確

保されるまで中止させる。 

（オ）活動空間の安全確保 

活動上必要な場合は、警戒区域の設定、道路の通行を確保するたの緊急の措置

など各法令に基づく措置を臨機に講じる。（消防法第23条の2（火災警戒区域の設

定）、第 28 条（消防警戒区域の設定等）、災害対策基本法第 63 条（市町村長の警

戒区域設定権等）、第76条の３（災害時における交通の規制等）など） 

（カ）退路の確保 

火災現場周辺では、常に退路を考えた消火活動を実施する必要がある。 

特に、風向や建物密集度、危険物施設、ガスの漏洩等には十分に注意する。 

（キ）監視員の配置 

地震による家屋倒壊、地滑り、がけ崩れ等の現場で活動する場合は、必ず監視

員を配置し、前兆現象の早期発見に努め、避難の時期、待避方向を明確に伝達す

る。 

イ 長期活動体制の確保 

（ア）現場交替 

原則として、発災直後の24時間は、全組織力を導入し災害防御に当たり、その

後は交替勤務者、毎日勤務者とも3部交替休息制（1／3ずつ交替し休息）により、

長期活動に対応できる体制をとる。 

なお、具体的な交替の時期は本部と署本部との連絡調整会議で決する。 

（イ）支援体制 

本部の広報･支援班長及び署本部の支援班長は、長期活動に際し、産業振興部や

区本部等と連絡調整を図り、次の支援体制を確保する。   

① 食料、水、医薬品、トイレ、電力、照明等の確保 

② 必要資機材・燃料の調達･補給体制の確保 
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③ 仮眠場所の確保 

④ 職員・家族の安否確認 

⑤ その他職員の安全管理上及び健康管理上必要な処置 

 

９ 震災警防計画 

（１）震災消防要図の作成 

各消防署長は、次に掲げる項目を調査し、所定の記号を使い地図上に記載した「署

震災消防要図」を事前に作成し、震災時の初動対応及び作戦図として利用する。 

また、各署震災消防要図を基に、警防課長は市内全域の「神戸市震災消防要図」を

作成する。 

ア 延焼危険度の調査 

    各消防署長は、管内の延焼危険度を調査するため、建物の構造、密集度、道路や

公園といった不燃空間の配置状況を調査し、「延焼危険度判定手法」（資料６）に定

める基準により管内の延焼危険度を５段階に分けるものとする。 

イ 水利の調査等 

（ア）消火栓断水時に備え、管内の防火水槽はもとより、消防水利以外の利用可能な

水利資源について調査し把握するとともに、指定水利化あるいは協定化を積極的

に進める。 

（イ）大容量送水管などの新たな水利システムに関する情報を調査し、消防活動への

活用方策を研究する。 

（ウ）大型水槽車及び大容量送水システムの活用マニュアルや海･川の護岸などで水利

部署可能な位置などを事前に調査し、計画するものとする。 

ウ 防災施設等の調査 

（ア）延焼阻止線の指定 

延焼阻止線として、次の場所を指定する。 

① 幅員15ｍ以上の道路（歩道含む）、河川（河川敷含む）、鉄軌道等 

② 幅15ｍ以上、長さ100ｍ以上の公園、空地等 

③ 上記と同程度の延焼阻止効果が有ると認められる耐火建物群等 

（イ）防災関係施設の調査 

防災関係施設として、次の場所を調査する。 

① 消防署・分署・出張所 

② 消防団詰所・器具庫 

③ 救急病院 

④ 水防倉庫 

⑤ 震災資材庫（市民用に設置された器具庫等） 

⑥ 可搬式小型動力ポンプ配備場所（市民消火隊用含む） 
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⑦ 指定収容避難所 

⑧ 広域避難場所 

⑨ 堅牢な2階建て以上の建物(津波警戒地域内) 

⑩ ヘリポート、飛行場外離着陸場 

⑪ その他必要施設 

 

（２）署震災初動対応マニュアルの作成 

大規模な地震が発生した場合、本部での一元的な部隊運用、無線運用等よりも各署

ごとによる部隊の運用の方が効果的であることは先の震災での教訓である。 

また、本部機能の麻痺等により組織全体での活動ができないと判断される程度の大

震災も想定しなければならない。 

従って、震災時の危機管理対策として、原則としては震度 5 弱以上の地震が発生、

又は、兵庫県瀬戸内海沿岸に津波警報が発表された場合は、各署毎に部隊運用、無線

運用を行うことを前提に、署震災初動対応マニュアルを次により策定する。 

なお、被害が小規模で通常の体制で運用できる場合には本部からの通知により、通

常の体制に戻すこととする。 

ア 署震災初動対応マニュアルの位置づけ 

本震災消防計画の下部計画であり、地震発生直後の各署の行動マニュアルである。 

イ 運用基準 

市内（三田市及び三木市を含む。）で震度５弱以上の揺れを観測した場合、兵庫県

瀬戸内海沿岸に津波警報が発表された場合、庁舎倒壊及び通信手段の途絶等により

本部機能が麻痺したと認められる場合に運用する。 

また、震度４以下で津波注意報が発表された場合の措置は、署震災初動対応マニ

ュアルのうち、津波に関する項目のみ運用する。 

ウ 作成要領 

本計画の資料編に付した各区別の被害予測、前述の署震災消防要図及び阪神淡路

大震災の教訓を踏まえ、より具体的かつ周知しやすい計画とすることを前提に、署

震災初動対応マニュアルには以下の項目を含むものとする。 

（ア）非常参集に関すること 

（イ）署本部の組織・体制、事務分掌に関すること 

（ウ）区本部、警察等との関係に関すること 

（エ）時系列による災害対応要領に関すること（3日間） 

① 発災から1時間以内（同時多発火災発生期） 

② 発災1時間後から4時間以内（街区延焼火災発展期） 

③ 発災4時間後から24時間以内（市街地火災拡大期） 

④ 発災24時間後から72時間（計画的救助・救急活動期） 
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（オ）震災消防活動の原則に関すること 

  （カ）津波警報・注意報が発表された場合の措置に関すること 

（キ）情報の収集、報告に関すること 

（ク）活動拠点の確保に関すること 

（ケ）燃料・食料の調達、安全管理、衛生管理に関すること 

（コ）他都市応援受入及び連携に関すること 

（サ）消防団・防災福祉コミュニティとの連携に関すること 

（シ）大型水槽車の運用に関すること 

（ス）大容量送水システムの運用に関すること 

（セ）職員・家族の安否確認に関すること 

（ソ）その他署状に応じ特に必要と認められる危機管理的事項。 

 

（３）定期的調査と図上訓練等の実施 

ア 調査と報告 

上記、署震災消防要図及び署震災初動対応マニュアルについては、定期的かつ計

画的な調査を実施し、その都度修正を行うこととする。 

なお、署震災消防要図及び署震災初動対応マニュアルについては、作成時及び作

成後は5年に1回、警防部長に報告することとする。  

イ 訓練、研修等の実施 

各消防署においては、当該マニュアルの実効性を担保するため、、各種車両・資機

材の操作訓練を日常的に実施するほか、定期的な図上訓練を実施するものとする。  

また、全市防災訓練等の実施時に併せ、本計画及び署震災初動対応マニュアルの

検証を行うこととする。 

 

10 震災支援計画 

（１）資機材の調達 

ア 作業員、重機類の確保（市登録業者等への依頼） 

本部工務班長は、災害活動要員及び次の重機類等が必要な場合、行財政部経理課

に対し「作業員確保依頼表」様式１５により作業員の要請を行う。なお、市登録業

者は「災害対策要員確保計画・市登録業者名簿」（別表１１）のとおりである 

（ア）ショベルカー、ブルドーザー、フォークリフト等の重機 

（イ）船舶、ボート 

イ 消防活動用資機材の調達 

関係各所属長は次の消防用資機材の緊急時における調達方法を調査しておく。 

（ア）可搬式小型動力ポンプ、その他有効な放水のできる資機材 

（イ）消防ホース、ノズル、媒介類等 
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（ウ）救助、救急資機材、消耗品類 

（エ）通信機器、バッテリー類 

（オ）その他必要な資機材 

ウ 燃料の調達 

ガソリン、軽油等の燃料の調達については、事前に協定を締結した指定業者から

調達するほか、各署ごとに単価協定先となっているガソリンスタンドと優先供給に

ついて取り決めておくこと。 

エ 食料、飲料水、その他物資の調達 

食料、物資については、「食料･物資供給マニュアル」に基づき、産業振興部が 1

号館8階に「総合オペレーションセンター」を開設し、そこで一括運営されるため、

消防部においては、広報・支援班長が当該センターと必要数、配送方法等について

調整する。  

オ 仮設トイレの調達 

仮設トイレについては、「し尿処理マニュアル」に基づき環境部が担当する。 

広報・支援班長は各署別の活動支援拠点等に仮設トイレを設置するよう、環境部

へ要請する。  

 

（２）庁舎の応急措置等 

ア 被害状況の調査 

震災発生時、本部工務班長及び署本部支援班長は次の事項について調査すること。 

（ア）庁舎、車両、通信施設等の損壊状況、程度及び応急復旧の可否。 

（イ）水道、ガス、電気、排水設備等の被害状況、程度及び応急復旧の可否。 

イ 被害を受けた場合の措置  

応急処置については、本部については工務班、各署本部においては独自で行うこ

とを原則とする。 

なお、各署本部において、応急処置が不可能な場合は、本部工務班長に応急修理

等への応援要請を行う。 

ウ 庁舎が使用不能な場合の措置 

地震により庁舎が倒壊した場合、次の場所を仮の庁舎とする。 

本部 中央消防署においてその業務を行う。  

消防署 
 出張所において消防無線、携帯電話などの通信設備を最低限確保

し、仮設の署本部とする。  

 

（３）職員支援 

  ア 公務災害の救援措置 

職員、団員または消火･救助活動従事者等に公務災害が発生した場合は、各所属に

おいて手続きすることを原則とするが、該当者が多数となり迅速な処置ができない
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場合は、本部広報・支援班長に連絡し、処理方法について指示を受ける。 

なお、公務災害の事務処理については通常どおり、職員については職員課、団員

等については警防課（消防団係）が所管する。 

イ 職員、家族の安否確認 

（ア）日頃の備え 

職員は、緊急時に連絡できる手段について、日頃から家族間で話し合い、連絡

先や避難場所等について徹底し、有事の場合に備えるものとする。 

なお、安否情報については家族等から各所属へ連絡することを原則とする。 

（イ）安否確認システムの調査 

本部広報・援班長は、利用可能な安否確認のシステムについて随時調査し、職

員が有効に利用できるよう情報提供する。 

     主なシステムは次のとおり 

     ・災害伝言ダイヤル  （ＮＴＴコミュニケーションズ） 

     ・災害伝言板サービス （各電話会社） 

     ・安否情報      （ＮＨＫ） 

（ウ）宿所兼職員情報届の提出 

本部広報・支援班長及び署本部支援班長は、宿所兼職員情報届（警防規程様式

第７）における職員情報（任意記載）を整理し、職員または家族等の安否が確認

できない場合などの有事に備えるものとする。 

また、本部長は、安否確認について必要と認める場合、確認手段について広報・

支援班長に必要事項を指示するものとする。 

ウ 被災家族の救援 

家屋の滅失等により被災した職員家族の対応について、本部広報・支援班長は速

やかに情報を取りまとめ、所要の措置を講じるものとする。 
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震災消防計画 ～東海・東南海・南海地震（海溝型地震）対策編～ 

 

１ 対策編の位置づけ 

消防局では，阪神淡路大震災での活動経験を基に，「神戸市地域防災計画」

の細部計画として，地震発生時の初動対応を定めた「震災消防計画」を策定

している。 

この「震災消防計画」のなかでは，東南海・南海地震による津波対策につ

いても規定しているが，平成 23年３月に発生した東北地方太平洋沖地震によ

る津波被害の甚大さを鑑みると，その内容を見直し，早急に対策を講じてい

く必要が生じた。 

そこで，当「東海・東南海・南海地震（海溝型地震）対策編」は，東日本

大震災での消防機関の活動状況や被害状況，住民の避難状況を考慮し，近い

将来発生が予想されている東北地方太平洋沖地震と同様の海溝型地震である

「東海・東南海・南海地震」発生時における消防局の初動対応等を，具体的

に規定するものである。 

神戸市では，国の中央防災会議の結果を受け，「神戸市地域防災計画」が改

定される予定であるが，当対策編は，それまでの間の暫定的な計画として「震

災消防計画」の中に位置づける。今後，上記地域防災計画の見直しに伴い，

同計画との整合を図る。 

 

２ 対策編の要点 

（１）津波の到達範囲 

「神戸市地域防災計画」で想定されている最大津波高の想定を現在の２

倍（T.P.+2.5ｍから 4.2ｍ※満潮時）に引き上げ，その津波が到達する区域

を津波による被害区域（津波被害警戒区域）とする。 

（２）活動の原則 

活動方針は，消防機関の専管事項である「火災対応優先の原則」とする。 

ア パトロールの実施 

津波被害警戒区域内では，まず「情報収集のためのパトロール」を行

いながら避難勧告（命令）の発令に基づき，早期に避難するよう広報す

る。 

イ 火災対応優先の活動 

パトロール実施中であっても，火災や救助事案が発生すれば，火災対

応を優先に活動を実施する。 

ウ 退避時間の徹底 

津波被害警戒区域内で活動している全ての活動隊は，地震発生から１

時間を経過すれば，次の津波による火災等の対応に備えるため，全隊安

全な場所への退避を開始する。 

 

128

907467
長方形



 2 

３ 災害想定 

当対策編では，国や県，神戸市の計画において災害想定が改訂されるまで

の間，震度については，現在の「神戸市地域防災計画」で想定されている震

度以上と想定し，津波高については，２倍の津波（最大津波高：T.P.+4.2ｍ（1.7

ｍ×２＋0.8ｍ）※満潮時）が第１波から到達するものとする。 

 

４ 被害想定 

当対策編では，国や県，神戸市の計画において被害想定が改訂されるまで

の間は，下記のとおり被害が発生するものと想定する。 

【地震による被害】 

・建物 木造：全壊 33以上，半壊 387以上 

・火災 炎上火災：16件以上，延焼：7件以上（冬 18時～19時） 

【津波による被害】 

建物倒壊があり，津波による火災も発生し，津波被害警戒区域内には多

くの要救助者が発生するものと想定する。 

 

５ 東海・東南海・南海地震（海溝型地震）発生時における活動方針 

東海・東南海・南海地震においては，東日本大震災と同様に，地震による

火災の発生のほか，津波による被害が想定されている。 

従って，当対策編における活動方針は，消防機関の専管事項である「火災

対応優先の原則」を主とし，下記のとおり活動する。 

（１）津波被害警戒区域外での対応 

津波被害警戒区域外での対応は，阪神淡路大震災を教訓とした「震災消

防計画」にある「火災対応優先の原則」を採り，火災や救助事案が発生す

れば，消火活動を優先に活動する。 

（２）津波被害警戒区域内での対応 

ア 初動の活動 

・地震発生から一定の時間が経過した後には津波による被害が懸念され

るため，津波被害警戒区域内での活動は，まず「情報収集のためのパ

トロール」を行いながら，避難勧告の発令に基づき，早期に避難する

よう広報する。 

・ただし，火災や救助事案が発生すれば，消火活動を優先に活動する。 

イ 救急活動の原則 

・救急隊は，本署救急隊（第２救急隊を除く)を除いて予備ポンプ車に乗

り換え，同時多発火災に備える。 

・本署救急隊は，発災直後は原則として出動せず，仮救護所の設営準備，

署本部指揮・活動班の支援を行う。 

・津波被害警戒区域内からの救急要請には，家族あるいは地域の人で，

傷病者を津波被害警戒区域外の避難所，医療機関等に避難（搬送）す

ることを原則として対応する。 
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ウ 活動の中断 

・いずれの活動においても，津波被害警戒区域内で活動している全ての

活動隊は，地震発生から１時間が経過した時点で活動を中断し，避難

勧告の広報を行いながら，津波被害警戒区域外への退避を開始する。

ただし，地震発生から１時間が経過していない場合でも，現場最高指

揮者は，活動隊に津波危険が及ぶと判断すれば，直ちに退避を指示す

る。 

・活動隊は，津波被害警戒区域外への退避が困難と判断すれば，堅牢な

建物の３階以上へ退避する。 

・なお，管制室（司令課）は，地震発生から１時間が経過した時点で，

補完的に一斉指令により通知する。 

 

６ 津波災害活動要領 

「震災消防計画」での規定事項を基本とし，下記事項を実施する。 

【職員の参集】 

非常参集者は，ラジオ等により津波高や来襲時刻の情報を収集しながら参

集する。津波被害警戒区域内に位置する勤務公署で勤務する者は，事前に指

定された署所（場所）へ参集する。 

【情報の収集】 

活動隊員は，安全に災害活動を実施するため，津波に関する情報を把握し

ておく必要がある。 

（１）地震発生当初の情報 

地震発生当初は正確な地震及び津波情報の入手が困難なことが予測され

るため，活動隊は，気象庁が発表する第一報の情報を，災害活動の前提と

して活動する。 

（２）管制室による情報収集と共有 

管制室（司令課）は，活動隊，航空機動隊（ヘリコプター），消防艇隊，

他都市，気象庁，マスコミ報道などから情報収集を行い，逐次，署所及び

活動隊との情報共有を図る。 

【震災消防活動（津波対策）】 

（１）発生から１時間以内（津波到達前） 

ア 津波注意報が発表された場合 

北及び西消防署を除く消防署，航空機動隊及び北及び西消防団を除く

消防団は，沿岸部を中心にパトロールを実施し，津波注意報が発令され

た旨を広報すると共に，情報収集を実施する。（パトロールルートは，事

前に署震災初動対応マニュアルで計画しておく。） ※別添１「広報内容

文例」参照 

イ 津波警報・大津波警報が発表された場合 

（ア）車両等の移動 

津波被害警戒区域内に位置する消防署所・消防団施設にあっては，
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予め署震災初動対応マニュアルで計画した安全な場所へ，一旦全ての

車両等の移動を行う。 

（イ）本部指揮隊等の活動 

本部指揮隊及び本部特殊災害隊は，本部から指示があるまでは，水

上消防署の部隊として活動する。 

（ウ）パトロールの実施 

ａ 消防署によるパトロール 

・北及び西消防署を除く消防署は，津波被害警戒区域内を優先して

パトロールを実施し，住民等に対し避難勧告の発令を広報により

周知する。（パトロールルート，方法及び緊急待避所などについて

は，事前に署震災初動対応マニュアルで計画しておく。） ※別添

１「広報内容文例」参照 

・パトロール隊の緊急退避は，津波被害警戒区域外への水平退避を

基本とするが，現場最高指揮者が水平退避が間に合わないと判断

すれば，堅牢な建物の３階以上へ垂直退避する。（そのため，非常

事態に備え，事前に緊急退避が可能な堅牢な建物等を確認してお

く。） 

ｂ 航空機動隊によるパトロール 

航空機動隊（ヘリコプター）は，紀淡海峡付近まで進出し，津波

の状況を監視し，逐次管制室を通じて活動隊及び各署所へ津波に関

する情報を伝達する。 

ｃ 消防艇隊によるパトロール 

消防艇隊は海上に進出し，自隊の安全を確保しつつ海上警戒や津

波監視を行い，その情報を逐次管制室を通じて活動隊及び各署所へ

伝達する。 

ｄ 消防団によるパトロール 

津波被害警戒区域を管轄する消防団は，パトロールを実施し，住

民等に対し避難を呼び掛けながら，津波被害警戒区域外へ退避する。 

（エ）津波監視隊（員）の配置 

北及び西消防署を除く消防署は，津波の来襲を監視するため，堅牢

な建物の３階以上で海岸部が監視できる箇所に，津波監視隊（員）を

配置する。 

（オ）北及び西消防署からの部隊シフト 

・北及び西消防署は，管轄内において顕著な被害の発生がない場合，

特殊車隊や出張所の救急隊は，非常用ポンプ車等に乗り換え，準備

ができ次第，速やかに事前に計画した消防署へ応援出動する。 

・また，職員の参集状況により部隊が増強されれば，逐次事前に計画

した消防署へ応援出動するものとする。 ※別添２「北・西消防署

及び消防団 他管内応援計画」参照 

（カ）北及び西消防団からの部隊シフト 
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・北及び西消防団は，管轄内において顕著な被害の発生がない場合，

津波後の火災等に備え，署本部長の命令に基づき，準備ができ次第，

速やかに事前に計画した消防署へ応援出動する。 

・出動した消防団は，応援先の消防団を支援しながら，津波被害警戒

区域外において，消防団活動（火災・救助対応など）を実施する。 

※別添２「北・西消防署及び消防団 他管内応援計画」参照 

ウ 火災や救助事案が発生した場合 

各署所は，火災や救助事案が発生すれば，火災対応を優先に活動を

実施する。 

（２）発生１時間から６時間以内（津波到達） 

ア 津波警報・大津波警報が継続中の場合 

ａ 地震発生から 1 時間後の活動の中断，退避 

・「５（２）ウ 活動の中断」のとおり，津波被害警戒区域内で活動し

ている全ての活動隊は，地震発生から１時間後には活動を中断し，

津波被害警戒区域内からの退避を開始する。（管制室からも補完的に

一斉指令で周知する。） 

・活動隊は，津波の来襲が終息した後の活動に備え，建物の上階に避

難している住民について，できる限りその位置や人数等の把握を行

っておく。 

・退避の際，渋滞等により車両による移動が困難と判断した場合は，

車両を極力安全な場所に置き，徒歩により退避する。 

ｂ 津波監視隊（員）配置の継続 

北及び西消防署を除く消防署では，「６（１）イ（エ） 津波監視隊

（員）の配置」を継続する。 

イ 津波来襲時の活動 

・活動隊は，津波が来襲している間は，津波被害警戒区域内での活動

が困難なことから，津波被害警戒区域外での災害対応を優先する。 

・津波は 50～60分間隔で何度も来襲し，少なくとも５～６時間は異常

な潮位変動がみられることから，津波警報継続中は，署本部長の命

令があるまでは，津波被害警戒区域内には入らない。 

・津波高が最大となるのは第１波とは限らないため，以降の津波につ

いても慎重を要する。 

ウ 津波被害警戒区域内での活動再開 

津波被害警戒区域内での部隊活動の再開は，津波監視隊（員）からの

情報や津波の到達状況，被害状況，気象に関する情報等を勘案し，本部

と署で調整を行い，署本部長の命令により部隊活動を再開するものとす

る。 

エ 津波警報が解除された場合 

津波警報が解除されれば，本部と署で調整を行い，署本部長の命令に

より津波被害警戒区域内での部隊活動を再開するものとする。津波監視
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の解除は，本部と署で調整を行い，署本部長の命令により解除する。 

（３）発生６時間から 24 時間以内 

ア 津波警報・大津波警報が継続中の場合 

活動隊は，津波被害警戒区域内での災害対応は行わず，津波被害警戒

区域外での災害対応を行う。 

イ 津波被害警戒区域内での活動再開 

前記，「６（２）ウ 津波被害警戒区域内での活動再開」のとおりとす

る。 

ウ 津波警報が解除された場合 

前記，「６（２）エ 津波警報が解除された場合」のとおりとする。 

（４）発生 24 時間から 72 時間以内 

ア 津波警報・大津波警報が継続中の場合 

前記，「６（３）ア 津波警報・大津波警報が継続中の場合」のとおり

とする。 

イ 津波被害警戒区域内での活動再開 

前記，「６（２）ウ 津波被害警戒区域内での活動再開」のとおりとす

る。 

ウ 津波警報が解除された場合 

前記，「６（２）エ 津波警報が解除された場合」のとおりとする。 

 

７ 応援要請 

消防長は，東海・東南海・南海地震による被害が甚大で，神戸市の消防力

だけでは対応できないと判断した場合は，「神戸市消防受援計画」に基づき，

他都市への応援要請を実施する。 

（１）兵庫県内への応援要請 

隣接市においても被害が発生していることが予想される場合，消防長は，

「兵庫県広域消防相互応援協定」に基づき，応援可能な地域の消防本部を

速やかに選定し，応援要請を行う。 

（２）兵庫県外への応援要請 

神戸市をはじめ兵庫県下で甚大な被害が多発し，兵庫県内の消防力での

対応が困難な場合，消防長は，緊急消防援助隊の派遣について，兵庫県を

通じて総務省消防庁へ要請する。 

 

８ 応援出動 

（１）協定・計画に基づく応援出動 

神戸市において，東海・東南海・南海地震による被害が軽微で，他都市

への応援出動が可能であれば，「兵庫県広域消防相互応援協定」，「緊急消防

援助隊運用要綱」に基づき，他都市への応援を実施する。 

応援出動については，「兵庫県広域消防相互応援協定」に基づく出動を優

先するものとする。 
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（２）応援先 

応援先について，県内応援にあっては，県内で最も甚大な被害の発生が

予想される「南あわじ市」を第一候補とする。 

緊急消防援助隊にあっては，消防庁長官の求め又は指示により指定され

た都道府県に出動することとなるが，「緊急消防援助隊の編成及び施設の整

備等に係る基本的な事項に関する計画」に定められた第一出動府県である

「徳島県」，もしくは，近畿地方で甚大な被害の発生が予想される「和歌山

県」を候補とする。 

 

９ 署震災初動対応マニュアルへの反映 

各消防署は，当対策編を踏まえて，「署震災初動対応マニュアル」の津波対

策について必要な修正を行うものとする。 

その際，消防団が消防署と連携して効果的な災害活動ができるよう，協議

のうえ，署震災初動対応マニュアルに反映させる。 

また，北及び西消防団は，管轄内において顕著な被害の発生がない場合，

事前に計画した消防署へ応援出動するため，その活動内容についても，当マ

ニュアルに盛り込んでおく。 
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【別添１】 

☆ 広報内容文例 

  津波警報等が発令された場合のマイク広報文例を下記に示す。なお，これ

らは一つの例示であるため，津波の状況や地域の事情によって，各署で内容

を決定し，マイク広報を実施すること。 

 

文例１（津波注意報発令の一般例） 

「○時○分に津波注意報が発令されています。この地域へは○cmの津波の

到達が予想されます。（なお，この注意報は警報へ切り替わることもありま

す。）引き続きテレビやラジオのニュースで情報を収集してください。」 

 

文例２（津波警報・大津波警報発令の一般例） 

「○時○分に（大）津波警報が発令されています。この地域へは○ｍの津

波の来襲が予想されます。ただちに津波避難場所へ避難してください。避難

が間に合わない場合は，鉄筋コンクリート造などの頑丈な建物の３階以上で，

できるだけ高所へ避難してください。なお，津波は何度も来襲し，少なくと

も５～６時間はつづきます。」 

 

 

 

 

 

 

文例３（津波警報・大津波警報発令の緊急時） 

「○時○分に（大）津波警報が発令されています。○ｍの津波の来襲が予

想されます。ただちに指定避難場所へ避難してください。」 

 

 

 

 

 

 

文例４（須磨海水浴場・ハーバーランド等の観光客対象） 

「○時○分に（大）津波警報が発令されました。この地域へは○ｍの津波

が○時○分頃に来襲することが予想されます。ただちにＪＲ線以北で，より

山に近いほうへ避難してください。避難が間に合わない場合は，鉄筋コンク

リート造などの頑丈な建物の３階以上で，できるだけ高所へ避難してくださ

い。なお，津波は何度も来襲し，少なくとも５～６時間はつづきます。」 

 

 

※ この内容は丁寧な説明であるが，長文であるため，定点での広報

には適するが，車両を移動させながらの広報には適さない。 

※ 津波高は，気象庁発表の表現に合わせること。 

※ 指定避難場所は，地域に応じた具体的な避難場所を示す。 

※ この内容は短文ではあるが，車両を移動させながらの広報に適す

る。また，短文であるため，緊迫した状況を伝えるという効果も期

待できる。 

※ 指定避難場所は，地域に応じた具体的な避難場所を示す。 

135

907467
長方形



 10 

東海・東南海・南海地震（海溝型地震）事前対策 

 

１ 地域津波防災計画の見直し等の支援 

津波災害では，減災の視点から，まず地域での助け合いによる自主的な避

難の実行が不可欠である。 

よって，各署は，住民，特に要援護者の避難について，日頃から警察，区

役所，消防団，防災福祉コミュニティ，事業所等と事前に十分な調整や連携

を図りながら，地域ぐるみで，次の取り組みを推進する。 

（１）啓発広報と防災教育 

各署は，住民自ら自主的に避難できるよう，防災訓練や自治会の会議な

ど，地域住民と接する様々な機会を通じて，津波からの避難の重要性を広

報すると共に，地域と協働で推進する子供達への防災教育を通じて，防災

意識と津波に対する知識の向上に努める。 

（２）「地域津波防災計画」の作成等の支援 

各署は，危機管理室，区役所，消防団及び警察署等と連携し，津波被害

警戒区域の地域住民による「地域津波防災計画」や「津波防災マップ」の

作成や見直しを支援する。 

（３）津波被害警戒区域内の避難訓練等の促進 

津波来襲時は，防災福祉コミュニティ，事業所，消防団等の地域の連携

が重要となるため，各署は，地域の避難訓練などの実施を支援していく。 

（４）津波被害警戒区域外の防災福祉コミュニティへの支援 

各署は，津波被害警戒区域外の防災福祉コミュニティに対して，津波に

関する防災教育と，発災時に津波被害警戒区域からの避難者の支援のため

の連携訓練（避難所開設・運営訓練等）の実施を支援する。 

 

２ 事業所への働きかけ 

各署は，避難の重要性の広報とともに，各事業所で定めている防災規程や

予防規程，消防計画についての必要な見直しと，それに基づく訓練等を支援

する。 

また，津波避難対象地区内にある防災協力事業所については，津波来襲時

には避難住民の受け入れを行うとともに，保有する防災資機材の提供や付近

の災害時要援護者支援等の協力を働きかける。 
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